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中城湾港泡瀬地区環境監視委員会 

設置要綱 

平成１５年 ６月３０日制定 

 

(名 称) 

第１条 本委員会は、「中城湾港泡瀬地区環境監視委員会」(以下、「委員会」という)と称する。 

 

(目 的) 

第２条 委員会は、中城湾港泡瀬地区の公有水面埋立事業の工事実施に伴う埋立地周辺の環境影響（大

気質，騒音，振動，水質，陸生生物（鳥類），海生生物（海藻草類，クビレミドロ，サンゴ，ト

カゲハゼ），比屋根湿地の汽水生物等）について評価を行うとともに、異常な事態が予想される

場合もしくは発生した際には、原因を究明し、所要の措置・対策について検討を行い、事業実施

者に対する指導・助言を行うことを目的とする。 

 

(組 織) 

第３条 委員会は、各分野を専門とする学識経験者や有識者および地元住民で構成する。 

２ 委員会の委員は、一般財団法人みなと総合研究財団理事長が委嘱する。 

３ 委員会の委員は、必要に応じて追加できるものとする。 

４ 委員会には、委員長を置く。 

５ 委員長は委員の互選により選任する。 

 

(委員長) 

第４条 委員長は、委員会の代表として会務を総理し、会議の議長となる。 

２ 委員長がやむを得ずその職務を遂行できないときは、委員長が指名する委員が職務を代行する。 

 

(事務局) 

第５条 委員会の事務局は、「内閣府沖縄総合事務局開発建設部」、「沖縄県土木建築部」並びに「一般

財団法人みなと総合研究財団」とする。 

２ 事務局は、委員会を招集する。 

 

(開 催) 

第６条 委員会は、原則として沖縄県内で年１回以上開催する。ただし、異常な事態が予想される場合

もしくは発生した場合等には、臨時開催する。 
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(会議の公開) 

第７条 委員会の資料，議事概要，会議は公開とする。 

 

(雑 則) 

第８条 この要綱に定めるものの他、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定

める。 

 

(付 則) 

 本要綱は、平成１５年６月３０日から施行する。 

 

 

 



－3－ 

平成 26 年度 中城湾港泡瀬地区環境監視委員会 

委 員 名 簿 

【敬称略：各区分五十音順】 

区分 氏 名 所 属・役 職 備 考 

委員長 上原
うえはら

 方成
ほうせい

 琉球大学名誉教授  

委員 

伊佐
い さ

 剛
つよし

 沖縄市 市民部長  

大森
おおもり

 保
たもつ

 琉球大学名誉教授  

岡田
お か だ

 知也
ともなり

 
国土交通省国土技術政策総合研究所 

沿岸海洋・防災研究部 海洋環境研究室長 
 

香村
か む ら

 眞徳
しんとく

 琉球大学名誉教授  

嵩原
たけはら

 建二
け ん じ

 沖縄県立桜野特別支援学校校長  

立原
たちはら

 一憲
かつのり

 琉球大学理学部准教授  

津嘉山
つ か や ま

 正光
せいこう

 琉球大学名誉教授  

仲宗根
な か そ ね

 幸男
ゆ き お

 琉球大学名誉教授  

地域 

住民 

石原 
いしはら

 一昭 
かずあき

 東桃原自治会長  

島田
し ま だ

 セツ子
せ つ こ

 高原自治会長  

髙江洲
た か え す

 義裕
よしひろ

 泡瀬第三自治会長  

知念
ち ね ん

 安治
やすはる

 大里自治会長  

渡嘉敷
と か し き

 直也
な お や

 泡瀬自治会長  

仲宗根 
な か そ ね

 昇 
のぼる

 与儀自治会長  

宮里 
みやざと

 和夫 
か ず お

 比屋根自治会長  
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環境監視委員会と環境保全・創造検討委員会の関係 

 

環境監視委員会 

モニタリング 

工事実施に伴う埋立地周辺

の環境影響の監視 

評  価 

原因究明・対策 

新たな環境保
全の必要性の

検討 

環境保全・創造検討委員会 

環境影響評価書による環境

保全措置のうち技術的課題

を要する項目の検討 

・人工干潟 

・人工海浜、海浜緑地 

・海藻草類 

・野鳥園、外周緑地、護岸 

・環境学習 

新たな環境保全措置の検討 

環境保全措置の評価・提案 

環境保全措置の実施 

モニタリング 
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